
伊丹市保育人材あっせん手数料補助金交付要綱（平成３０年４月制定） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，保育人材の確保を図ることにより，待機児童の解消及び

子どもを安心して育てることができる環境の整備を行うことを目的とし，伊

丹市補助金等の交付に関する規則（昭和４２年伊丹市規則第２１号）に定め

るもののほか，人材紹介会社を利用する私立保育所等の事業者（以下「事業

者」という。）に対して，保育士等を採用する場合のあっせん手数料の一部又

は全部を予算の範囲内において補助することに関し，必要な事項を定める。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 私立保育所等 市内に所在する施設のうち，国，都道府県及び市町村以 

外の者が設置する施設であって，次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３９

条第１項に規定する保育所（同法第３５条第４項の規定により認可を受け

た施設に限る。） 

イ 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法 

律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条

第６項に規定する認定こども園 

ウ 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う施設 

⑵ 保育士等 法第１８条の４に規定する保育士又は認定こども園法第１５

条第１項に規定する保育教諭のうち，法第１８条の１８第１項の登録を受け

た者であって，その保育所等において子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

の保育業務に原則として週３０時間以上携わる見込みの者をいう。 

⑶ 認可 法第３４条の１５第２項，同法第３５条第４項若しくは認定こども

園法第１７条第１項に規定する認可又は同法第３条第１項若しくは第３項

に規定する認定をいう。 

⑷ 人材紹介会社 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３０条の規 

定により厚生労働大臣の許可を受けた有料の職業紹介を行う事業者をいう。 

（交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は，次の各号のいずれにも該当する事 

業者とする。 

⑴ 人材紹介会社と保育士等のあっせんに係る契約を締結していること。 

⑵ 次のいずれにも該当する保育士等（以下「対象保育士等」という。）を雇 

用していること。 



ア 人材紹介会社から直接紹介され，令和元年１０月２日から令和８年３月

３１日の間に事業者に新たに直接採用（市外への人事異動により保育士等

の数を減らす場合における補充やそれに類する目的のための採用は除く。）

された者で，それ以降，原則として週３０時間以上かつ６ヶ月以上，保育

士等として継続した勤務実績（やむを得ない場合として市長が認める場合

は勤務実績見込）があること。この場合において，産前産後休業，育児休

業，介護休業又は疾病の療養のための休業の期間があるときは，これらの

期間を勤務時間に含むものとすること。 

イ 過去に同一の事業者が人材紹介会社のあっせんにより採用した者でな

いこと。 

ウ 施設長の職にないこと。 

エ 勤務形態にかかわらず過去に同一の事業者に雇用された者でないこと。 

⑶ 私立保育所等において，対象保育士等を新たに採用した日から起算して６

ヶ月を経過する日（以下「採用後６ヶ月経過日」という。）の保育士等（直

接雇用された保育士等であって，継続して当該私立保育所等に勤務する見込

みがあると認められる者に限る。）の数が当該対象保育士等を新たに採用し

た日の属する年度の前年度の１月１日（同日において市内で保育所又は小規

模保育事業を実施する施設を設置していない事業者が新たに私立保育所等

を設置する場合は認可日とする。）の保育士等の数（退職や同一の事業者が

市内に設置する私立保育所等への人事異動により採用後６ヶ月経過日まで

に減少した保育士等の数を除く。以下「基準日の保育士等の数」という。）

を超えていること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，人材紹

介会社に支払う対象保育士等の採用のためのあっせん手数料とする。 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は，第３条第３号に掲げる採用後６ヶ月経過日の保育

士等の数から基準日の保育士等の数を差し引いた数を対象保育士等の数の上

限とし，対象保育士等１人につき，補助基準額９９万円と補助対象経費の実

支出額を比較して低い方の額に３分の１（ただし，待機児童の解消に向けた

緊急的な取り組みとして４月１日付で採用する場合に限り３分の２）を乗じ

て得た額（１，０００円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は，採用後６ヶ月経過日から１ヶ月

以内又は採用後６ヶ月経過日が属する年度の末日のいずれか早い日までに伊

丹市保育人材あっせん手数料補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる



書類を添付して，市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 保育士等の採用に係る人材紹介会社との契約書類の写し 

⑵ 対象保育士等に係る雇用契約書の写し  

 ⑶ 対象保育士等に係る勤務の実績証明 

 ⑷ 補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写し 

⑸ 保育士等数比較表 

⑹ 職員配置に係る加算等認定申請書（基準日が属する月及び６ヶ月経過日 

が属する月が申請対象のもの） 

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第７条 市長は，前条の申請書を受理したときは，その内容を審査し，補助金

の交付の可否及び交付する補助金の額を決定し，伊丹市保育人材あっせん手

数料補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通

知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 市長は，前条の規定による交付の決定に当たり，補助金の交付の目的

を達成するために必要があると認めるときは，条件を付することができる。 

（補助金の交付等） 

第９条 第７条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）が補助金の交付の請求をするときは，伊丹市保育人材あっせん

手数料補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の請求を受けたときは，速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（決定の取消） 

第１０条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ この要綱に違反したとき。 

⑵ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の決定又は補助を受けたとき。 

⑶ その他市長が必要と認めるとき。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて，既に補助金が支給されているときは，期限を定めてその返還を命じる

ものとする。 

（細則） 

第１２条 この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 



この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の伊丹市保育人材あっせん手数料補助金交付要綱第

５条の規定は，令和５年度以後の年度分の補助金について適用し，令和４年

度分までの補助金については，なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 

  



様式第１号 

年 月 日 

伊丹市長      様 

法人所在地  

法 人 名  

代 表 者 名  

施 設 名  

 

伊丹市保育人材あっせん手数料補助金交付申請書 

 

伊丹市保育人材あっせん手数料補助金の交付を願いたく、関係書類を添えて

申請します。 

 

記 

 
１ 交付申請額      金         円        

 

２ 内訳 

氏名 雇用期間 実支出額 補助金額 

    

    

    

計    

 

３ 保育士等の数 

ア 基準日の保育士等の数 人 

イ 採用後６ヶ月経過日の保育士等の数 人 

４ 添付書類 

⑴ 保育士等の採用に係る人材紹介会社との契約書類の写し 

⑵ 対象保育士等に係る雇用契約書の写し  

⑶ 対象保育士等に係る勤務の実績証明 

⑷ 対象保育士等に係る資格証の写し 

⑸ 補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写し 

⑹ 保育士等数比較表 

⑺ 職員配置に係る加算等認定申請書（基準日が属する月及び６ヶ月経過日が

属する月が申請対象のもの） 

⑻その他市長が必要と認める書類 



様式第２号 

第  号 

年 月 日 

          様 

伊丹市長       印 

 

伊丹市保育人材あっせん手数料補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 年 月 日付けで申請のありました伊丹市保育人材あっせん手数料補助金

について、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 決定事項        交付 ・ 不交付 

 

２ 交付決定額      金         円 

 

３ 交付内訳    

氏名 実支出額 補助金額 

   

   

   

計    

 

４ 不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 
年 月 日 

伊丹市長       様 

法人所在地  

法 人 名  

代 表 者 名  

施 設 名  

 

伊丹市保育人材あっせん手数料補助金交付請求書 

 

  年 月 日付け   第  号で交付決定のありました伊丹市保育人材

あっせん手数料補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額        金         円 

 

２ 振込先 

 

口座名義 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

金融機関名  

本支店名  

口座番号  

預金種別 普通   ・  当座 

           

 




